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第２次行政経営改革実施計画（令和７年度～令和１１年度)

No
基本方針

（総合計画の施策）
取組方針

（総合計画の取組方針）
取組項目

担当課
（推進課）

該当項

1
事業の重なり・重複・断片化・不足の
発見の手法検討及び業務効率化

行政改革課 1

2 経常経費の効率的な執行 会計課 1

3 人材育成の推進 人事課 2

4 職員のICTリテラシーの向上 情報政策課、行政改革課 2

5 人材の効果的な配置 人事課 3

6 働き方改革の推進 人事課、行政改革課 3

7
行かなくてよい、書かなくてよい、待
たなくてよい窓口の推進

市民課、行政改革課 4

8 オンライン申請の推進 情報政策課、行政改革課 4

9 会計課 5

10 収納課 5

11 保険年金課 6

12 介護保険課 7

13 幼児課 8

14 市営住宅課 9

15 広告収入の確保 管財契約課 9

16 行政改革課 10

17 企画課 11

18 基金の運用 会計課 12

19 ②歳入にみあった歳出の維持 財政指標の適正管理 財政課 13

20 まちづくり協働課 13

21 文化振興課 14

22 商工振興課 15

23 水道事業の経営健全化
上下水道総務課、上下水道
施設課

15

24 下水道事業の経営健全化
上下水道総務課、上下水道
施設課

16

25 病院事業の経営健全化 総合医療センター総務課 16

26 市有地の管理、処分 管財契約課 17

27 管財契約課 17

28 行政改革課 18

29 財政課 18

30 行政改革課 19

31 建築課 19

32 財政課 20

33 上下水道の計画的な管路・施設の更新 上下水道施設課 20

34 道路付属物の計画的な管理 土木課 21

35 公共建築物の維持管理の最適化 行政改革課 21

36 上下水道の維持管理の最適化 上下水道施設課 22

37 道路の維持管理の最適化 土木課 22

３ 公有財産の効率的管理

①市民ニーズに応じた適切な公共
施設の配置・管理運用

②公共施設・インフラの計画的な
管理、長寿命化

③公共施設・インフラの維持管
理・更新等に係る民間活力の活用
等

費用対効果を考慮した収納方法の検証

③外郭団体への支援・関与のあり
方検討、地方公営企業の経営健全
化

第３セクター等出資団体の役割の明確
化

新たな収入の確保

公共施設にまつわる行政サービスに関
する市民ニーズの再定義

市民ニーズに基づく目標耐用年数を踏
まえた公共建築物のライフサイクルマ
ネジメント

1 効率的・効果的な行政
経営の推進と市民サービ
スの向上

①実効的・効率的な行政運営の実
施

②時代の変化に対応できる人材育
成と組織づくり

③市民サービスの向上・効率化

２ 持続可能な財政運営の
確立

①市税等の収納率向上や新たな収
入確保による歳入の維持



№ 1 実施計画取組項目

№ 2 実施計画取組項目

成果を測る指標
・再生紙の発注数（令和９年度までの比較指標）
・電子請求システム使用事業者数及び支払い通知書の郵送代金

電子決裁、電子請求
システム導入に係る
協議・調整を行う。

導入したシステムの
中で生じた問題に対
応する。

各課にシステム使用
に関して発生する問
題等の照会を行い、
改善につながる課題
を洗い出す。

令和９年度に整理し
た課題に基づき、業
務改善を行う。

令和１０年度の改善
後、新たに発生した
課題を整理し、対応
する。

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

現状と課題
令和８年１月から電子請求システム、令和８年４月から文書管理システムを使った調書の電子
決裁化が導入される。これらの導入後は、業務フロー見直し等を行いながら、出納事務の効率
的な執行とともに帳票用紙等の経常経費の効率化につなげていく必要がある。

目標
業務の効率的な執行のための電子請求システム等の導入を実施し、出納事務に係る業務フ
ローの点検と見直し等を通して、経常経費の効率化を図る。

実施スケジュール

取組項目 経常経費の効率的な執行

推進課 会計課 実施課 各課

基本方針 1 効率的・効果的な行政経営の推進と市民サービスの向上

取組方針 ①実効的・効率的な行政運営の実施

成果を測る指標
・事業の施策体系化を実施した所属の数
・業務改善の実施数

目標
ロジックツリーの手法による事業の施策体系化を実施し、事業の重なり、重複、断片化、不足
の確認を通して、効率的に事業を実施する。

実施スケジュール

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

・ロジックツリーの手
法の調査。
・妊娠、出産、子育て
分野でロジックツリー
の手法による事業の
施策体系化を実施
し、業務改善が必要
な箇所の洗い出しを
行う。

令和７年度の実施内
容に基づき、妊娠、
出産、子育て分野で
業務改善を行う。

令和７、８年度に実施
した手法を庁内に周
知し、新たな分野で
の実施の検討を行
う。

新たな分野でロジッ
クツリーの手法によ
る事業の施策体系化
を実施し、業務改善
が必要な箇所の洗い
出しを行う。

令和１０年度の実施
内容に基づき、業務
改善を行う。

推進課 行政改革課 実施課 各課

現状と課題
市の事業がどのような施策体系で実施されているのかを把握することが難しく、事業の重なり、
重複、断片化、不足の確認の手法がない。

取組項目 事業の重なり・重複・断片化・不足の発見の手法検討及び業務効率化

基本方針 1 効率的・効果的な行政経営の推進と市民サービスの向上

取組方針 ①実効的・効率的な行政運営の実施
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№ 3 実施計画取組項目

№ 4 実施計画取組項目

基本方針 1 効率的・効果的な行政経営の推進と市民サービスの向上

取組方針 ②時代の変化に対応できる人材育成と組織づくり

取組項目 人材育成の推進

推進課 人事課 実施課 人事課

現状と課題
人財育成基本方針に基づき、各種研修等を実施している。時代の変化に対応できる職員の育
成のため、DX人材の育成と、対話ができる職員の育成を進めていく必要がある。

目標
職員が主体的に業務カイゼンや効率化を行うことができる、市民との対話や職員同士の対話
を適切に行い、助け合える、チャレンジを応援する風通しのいい組織風土を醸成する。

②時代の変化に対応できる人材育成と組織づくり

情報政策課、行政改革課 実施課 各課

実施スケジュール

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

階層別研修、派遣研
修はもとより、内部研
修で時代にあった研
修を実施する。

人財育成基本方針の
改訂を行う。

新たな人財育成基本
方針に基づき、研修
や様々な取組を実施
する。

新たな人財育成基本
方針に基づき、研修
や様々な取組を実施
する。

新たな人財育成基本
方針に基づき、研修
や様々な取組を実施
する。

成果を測る指標
市民満足度調査の回答
職員満足度アンケートの回答

成果を測る指標 ローコードツール・ノーコードツールの利用件数

取組項目 職員のICTリテラシーの向上

推進課

現状と課題
オンライン申請数は着実に増加している中で、その後の事務処理は変わらず書面で行ってい
るケースが多く、BPRまでいたっていない。

基本方針 1 効率的・効果的な行政経営の推進と市民サービスの向上

取組方針

・ローコードツール・
ノーコードツールの導
入及び操作研修を実
施し、職員のスキル
アップを行う。
・継続したICTリテラ
シー向上のための啓
発を行う。

・より高度なローコー
ドツール・ノーコード
ツールの操作研修を
実施し、職員のスキ
ルアップを行う。
・継続したICTリテラ
シー向上のための啓
発を行う。

・ローコードツール・
ノーコードツールの活
用状況を調査し、傾
向等を分析する。
・継続したICTリテラ
シー向上のための啓
発を行う。

・前年調査内容を受
け、さらなるスキル習
得へのフォローアップ
を行う。
・継続したICTリテラ
シー向上のための啓
発を行う。

・ローコードツール・
ノーコードツールの活
用状況を調査し、傾
向等を分析する。
・継続したICTリテラ
シー向上のための啓
発を行う。

目標
ICTリテラシーを向上させ、市セキュリティを担保するとともに、様々なICTツールの技術を習得
する職員を育成し、事務の効率化を図る。

実施スケジュール

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度
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№ 5 実施計画取組項目

№ 6 実施計画取組項目

成果を測る指標 時間外勤務時間数、男性職員の育児休業取得率

・男性職員の育児休
業の取得促進等の仕
事と家庭の両立を推
進。

・男性職員の育児休
業の取得促進等の仕
事と家庭の両立を推
進。
・アサイン表の活用
による業務にかかる
時間の分析

・男性職員の育児休
業の取得促進等の仕
事と家庭の両立を推
進。
・時間外勤務削減の
具体策を検討

・男性職員の育児休
業の取得促進等の仕
事と家庭の両立を推
進。
・時間外勤務削減の
具体策を実施

・男性職員の育児休
業の取得促進等の仕
事と家庭の両立を推
進。
・時間外勤務削減の
具体策を実施

時間外勤務の削減について、具体的な対策の実施に至っていない。

目標
職員のライフスタイルに応じた働き方を推進し、ワークライフバランスを支援・確立し事務能率と
生産性を図る。

実施スケジュール

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

現状と課題

基本方針 1 効率的・効果的な行政経営の推進と市民サービスの向上

取組方針 ②時代の変化に対応できる人材育成と組織づくり

取組項目 人材の効果的な配置

推進課 人事課 実施課 人事課

現状と課題
専門職を含め人員を確保に努めているが、各分野において業務量が増大しているため、厳し
い人的環境にある。

目標
限られた人員を効果的に配置することによる質の高い行政サービスの提供と市民ニーズに的
確かつ迅速に対応できる行政組織を目指す

実施スケジュール

令和７年度 令和８年度 令和９年度

1 効率的・効果的な行政経営の推進と市民サービスの向上

取組方針 ②時代の変化に対応できる人材育成と組織づくり

取組項目 働き方改革の推進

推進課 人事課、行政改革課 実施課 人事課、行政改革課

令和１０年度 令和１１年度

・職員採用に係るプ
ロモーションの強化。
・行政課題や重要施
策に対応した効果的
な人員の配置。
・職員のキャリア形成
を見据えたジョブロー
テーション

・職員採用に係るプ
ロモーションの強化。
・行政課題や重要施
策に対応した効果的
な人員の配置。
・職員のキャリア形成
を見据えたジョブロー
テーション

・職員採用に係るプ
ロモーションの強化。
・行政課題や重要施
策に対応した効果的
な人員の配置。
・職員のキャリア形成
を見据えたジョブロー
テーション

・職員採用に係るプ
ロモーションの強化。
・行政課題や重要施
策に対応した効果的
な人員の配置。
・職員のキャリア形成
を見据えたジョブロー
テーション

・職員採用に係るプ
ロモーションの強化。
・行政課題や重要施
策に対応した効果的
な人員の配置。
・職員のキャリア形成
を見据えたジョブロー
テーション

成果を測る指標 職員満足度アンケートの回答

基本方針

3



№ 7 実施計画取組項目

№ 8 実施計画取組項目

成果を測る指標
・市民、団体、事業者に対する手続きにおけるオンライン申請可能な手続きの割合
・各手続きにおけるオンライン申請の割合

市民、団体、事業者
に対する手続きにお
けるオンライン申請
可能な手続きの割
合、各手続きにおけ
るオンライン申請の
割合を調査する。

オンライン申請の
フォーム作成のため
の研修会の実施す
る。

オンライン申請に関
するアンケート結果
に基づき、申請フォー
ムを改善する。
またオンライン申請
割合調査の再実施を
行う。

申請後の決定通知を
オンラインで完結す
るための仕組み検討
する。

申請後の決定通知を
オンラインで完結させ
る。
またオンライン申請
割合調査の再実施を
行う。

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

基本方針 1 効率的・効果的な行政経営の推進と市民サービスの向上

オンライン申請の推進

情報政策課、行政改革課 実施課 各課

基本方針 1 効率的・効果的な行政経営の推進と市民サービスの向上

行かなくてよい、書かなくてよい、待たなくてよい窓口の推進

市民課、行政改革課 実施課 市民課

推進課

現状と課題
市民、団体、事業者に対する手続きにおけるオンライン申請可能な手続きの割合、各手続きに
おけるオンライン申請の割合が把握されていない。

実施スケジュール

目標 申請から決定通知まで一連の流れをオンラインで完結できる仕組みとする。

取組方針 ③市民サービスの向上・効率化

取組項目

推進課

現状と課題 行かなくてよい、書かなくてよい、待たなくてよい窓口の推進を進めているが不十分である。

実施スケジュール

成果を測る指標

・令和７年度を基準とする来庁者の待ち時間の減少率
・コンビニ交付サービス利用率
・異動受付支援システムの利用率
・窓口サービスに関するアンケート結果

目標
コンビニ交付サービス、異動受付支援システムの更なる推進と窓口業務委託による市民サー
ビス向上

取組方針 ③市民サービスの向上・効率化

取組項目

・コンビニ交付の利便
性向上に向けた検討
・異動受付支援シス
テムの運用定着
・窓口業務委託の開
始

・来庁者への窓口
サービスに関するア
ンケートの実施
・コンビニ交付の利便
性向上に向けた施策
実施
・窓口業務委託の基
盤安定化

・来庁者への窓口
サービスに関するア
ンケートの実施
・異動受付支援シス
テム更新に向けた検
討
・窓口業務委託の次
期契約に向けた検討

・来庁者への窓口
サービスに関するア
ンケートの実施
・異動受付支援シス
テム更新
・窓口業務委託更新

・来庁者への窓口
サービスに関するア
ンケートの実施
・異動受付支援シス
テムの運用定着
・窓口業務委託の基
盤安定化

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度
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№ 9 実施計画取組項目

№ 10 実施計画取組項目

成果を測る指標 納付方法別の収納割合と収納率

・口座振替の勧奨
・費用対効果を考慮
した収納方法の検証
・市県民税のeLTAX
運用開始と周知
・催告書発送
・訪問徴収
・関係各課との連携
・効率的・効果的な滞
納処分を実施するた
めの手段検討

・口座振替の勧奨
・費用対効果を考慮
した収納方法の割合
を向上させる方策を
検討
・催告書発送
・訪問徴収
・関係各課との連携
・効率的・効果的な滞
納処分を実施するた
めのシステム導入

・口座振替の勧奨
・費用対効果を考慮
した収納方法の割合
を向上させる方策を
実施
・催告書発送
・訪問徴収
・関係各課との連携
・効率的・効果的な滞
納処分の実施

・口座振替の勧奨
・費用対効果を考慮
した収納方法の割合
を向上させる方策の
実施と効果の検証
・催告書発送
・訪問徴収
・関係各課との連携
・効率的・効果的な滞
納処分の実施

・口座振替の勧奨
・費用対効果を考慮
した収納方法の勧奨
を継続して行い、効
果的な納付方法の収
納割合向上に努める
・催告書発送
・訪問徴収
・関係各課との連携
・効率的・効果的な滞
納処分の実施

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

現状と課題
市税の確実な納付の推進に取り組む中で、様々な納付方法があるため、費用対効果を考慮し
た収納方法の検証と効果的な納付方法の推進が必要。

目標 収納率の向上および効果的な納付方法の推進と収納割合の向上に努める

実施スケジュール

取組方針 ①市税等の収納率向上や新たな収入確保による歳入の維持

取組項目 費用対効果を考慮した収納方法の検証

推進課 収納課 実施課 収納課

成果を測る指標 金融機関窓口、コンビニ、ゆうちょ、eLTAX、口座振替等の各収納方法別の公金収納件数

基本方針 2 持続可能な財政運営の確立

eLTAXを通じた電子
納付（QRコード付き
納付書による）拡充
に対応するため、財
務会計システムの改
修を行う。

・財務会計システム
から発行の納付書に
QRコードを実装す
る。
・引き続き、口座振替
による納付促進を所
管課とともに取り組
む。

引き続き、口座振替
による納付促進を所
管課とともに取り組
む。

引き続き、口座振替
による納付促進を所
管課とともに取り組
む。

引き続き、口座振替
による納付促進を所
管課とともに取り組
む。

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

現状と課題 市税等公金に係る納付方法を拡大することにより、公金収納率の向上を図る。

目標 収納率向上のため、市税等の納付方法を拡大（口座振替、eLTAX、QRコード）する。

実施スケジュール

取組方針 ①市税等の収納率向上や新たな収入確保による歳入の維持

取組項目 費用対効果を考慮した収納方法の検証

推進課 会計課 実施課 会計課

基本方針 2 持続可能な財政運営の確立
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№ 11 実施計画取組項目

成果を測る指標
・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料　現年分収納率
・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料　口座振替登録者数
・（運用開始後）地方税ポータルサイトからの納付件数

・口座振替勧奨（案内
チラシの同封、国保
加入時の口座振替の
案内）
・催告書発送（現年分
３回）
・訪問徴収
・収納課との連携

・口座振替勧奨（案内
チラシの同封、国保
加入時の口座振替の
案内）
・催告書発送（現年分
３回）
・訪問徴収
・収納課との連携
・eLTAXシステム改
修、事前周知
・外国人収納対策シ
ステム改修

・口座振替勧奨（案内
チラシの同封、国保
加入時の口座振替の
案内）
・催告書発送（現年分
３回）
・訪問徴収
・収納課、外部関連
機関との連携
・eLTAX運用開始、
利用状況の把握、利
用勧奨
・外国人収納対策シ
ステム運用開始

・口座振替勧奨（案内
チラシの同封、国保
加入時の口座振替の
案内）
・催告書発送（現年分
３回）
・訪問徴収
・収納課、外部関連
機関との連携
・eLTAX利用状況の
把握、利用勧奨
・外国人収納対策シ
ステム運用状況の把
握

・口座振替勧奨（案内
チラシの同封、国保
加入時の口座振替の
案内）
・催告書発送（現年分
３回）
・訪問徴収
・収納課、外部関連
機関との連携
・eLTAX利用状況の
把握と分析、利用勧
奨
・外国人収納対策シ
ステム運用状況の把
握

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

現状と課題

納付方法の多様化により、近年ではコンビニ納付の他にスマホ決済やクレジット納付といった
ものが増加している。令和９年４月からの地方税ポータルシステムでの保険料収納の開始によ
り、収納方法がさらに増えることになり、今後はその利用状況を把握し利便性を分析・検討して
いく。納付期限までの確実な納付に繋げるため口座振替の案内を継続的に行っているが、登
録については近年の実績をみると伸び悩んでいる部分がある。

目標 負担の公平・公正に努め、保険料の収納率を向上させる。

実施スケジュール

取組方針 ①市税等の収納率向上や新たな収入確保による歳入の維持

取組項目 費用対効果を考慮した収納方法の検証

推進課 保険年金課 実施課 保険年金課

基本方針 ２ 持続可能な財政運営の確立
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№ 12 実施計画取組項目

成果を測る指標
・収納率
・口座振替率

・費用対効果を考慮
した収納方法の検証
を実施する。
・口座振替勧奨を行
う。

・費用対効果を考慮
した収納方法の検証
を実施する。
・口座振替の勧奨を
し、令和８年度より増
額となる窓口収納の
費用を抑える。

・令和７・８年度の検
証内容に基づき、収
納方法ごとの手数料
額と収納額をまとめ
る。
・口座振替勧奨を行
う。

・令和７・８年度の検
証内容、令和９年度
の手数料額と収納額
に基づき、効果的な
収納方法を推進す
る。

・令和１０年度に推進
した効果的な収納方
法を継続して行い、よ
り費用対効果を得ら
れるよう努める。

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

現状と課題

介護保険料は、介護保険事業の根幹を成す財源であり、公平・公正の観点からも収納率の向
上に努めたい。介護保険の資格取得（65歳年齢到達、転入など）後、すぐには年金からの特別
徴収が開始されない。概ね、半年～1年程度は普通徴収にて納付をする。年金からの特別徴
収には条件（ex.年金が年額18万円以上など）もあり、年金機構と情報連携を行い、情報が一致
すれば年金からの特別徴収となる。 普通徴収の調定額は全体の約8％未満ではあるが、上記
の理由により普通徴収で納付する人は毎年一定数が必ず存在する。収納率向上のためには、
普通徴収での収納率向上が重要である。

目標
上記の現状と課題を踏まえて、介護保険料の現年分普通徴収収納率の向上が極めて重要で
あることから、費用対効果を考慮した収納方法の検証を実施する。

実施スケジュール

取組方針 ①市税等の収納率向上や新たな収入確保による歳入の維持

取組項目 費用対効果を考慮した収納方法の検証

推進課 介護保険課 実施課 介護保険課

基本方針 2 持続可能な財政運営の確立
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№ 13 実施計画取組項目

成果を測る指標 収納方法別の収納率

・現年度分の利用者負
担額の収納率は、
99.77％を目指す。（参
考：過去5年間の中間3
年分の平均99.76％）
・振替不能時・督促配
布時に併せ、他の未納
の通知配布。
・最低年1回の一斉催
告の発送実施。
・口座振替推進のた
め、新規入所・入園者
への口座振替依頼書
配布。

・現年度分の利用者負
担額の収納率は、
99.78％を目指す。
・振替不能時・督促配
布時に併せ、他の未納
の通知配布。
・最低年2回の一斉催
告の発送実施。
・口座振替推進のた
め、新規入所・入園者
への口座振替依頼書
継続配布し、収納別の
占める割合89％を目指
す。

・現年度分の利用者負
担額の収納率は、
99.79％を目指す。
・振替不能時・督促配
布時に併せ、他の未納
の通知配布。
・最低年2回の一斉催
告の発送実施。
・口座振替推進のた
め、新規入所・入園者
への口座振替依頼書
継続配布及び在園者で
口座登録がない対象者
への口座振替案内配
布。
・収納別の占める割合
89％を目指す。

・現年度分の利用者負
担額の収納率は、
99.8％を目指す。
・振替不能時・督促配
布時に併せ、他の未納
の通知配布。最低年2
回の一斉催告の発送
実施。
・口座振替推進のた
め、新規入所・入園者
への口座振替依頼書
継続配布及び在園者で
口座登録がない対象者
への口座振替案内配
布。
・収納別の占める割合
89.5％を目指す。

・現年度分の利用者負
担額の収納率は、
99.8％を目指す。
・振替不能時・督促配
布時に併せ、他の未納
の通知配布。
・最低年2回の一斉催
告発送とは別に、年間
通して催告書の発送実
施。
・口座振替推進のた
め、新規入所・入園者
への口座振替依頼書
継続配布及び在園者で
口座登録がない対象者
への口座振替案内配
布。
・収納別の占める割合
90％を目指す。

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

現状と課題

現年度の利用者負担額は、振替不能者および督促対象者への通知配布を利用施設から実施
いただくことで、ほぼ100％の収納率となっている。また、市が徴収を行う公立・私立の利用者
負担額の収納方法は、施設と連携し口座振替依頼書の配布によりほとんどが口座振替となっ
ている。（令和6年度時点：約88％）一方、現年度内に徴収できず滞納繰越となった利用者負担
額の収納率は低い状況となっている。

目標
利用者負担の公平性・公正性の確保のために収納率向上を図る。また、納付チャネルの中で
手数料が最も低い口座振替での納付方法を引き続き推進する。

実施スケジュール

取組方針 ①市税等の収納率向上や新たな収入確保による歳入の維持

取組項目 費用対効果を考慮した収納方法の検証

推進課 幼児課 実施課 幼児課

基本方針 2 持続可能な財政運営の確立
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№ 14 実施計画取組項目

№ 15 実施計画取組項目

成果を測る指標 広告料掲載収入

・広報掲載の営業活
動
・新たな広告媒体の
検討

・広報掲載の営業活
動
・新たな広告媒体の
検討

・広報掲載の営業活
動
・新たな広告媒体の
検討

・広報掲載の営業活
動
・新たな広告媒体の
検討

・広報掲載の営業活
動
・新たな広告媒体の
検討
・令和１０年度の実施
内容に基づき、業務
改善を行う。

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

現状と課題
広告事業は、営業活動を通じ発行物・ホームページ等への広告掲載を推進し広告収入を見込
む。既存の広告枠は常に埋まる状態であるため、更なる収入確保に向け、新たな広告媒体を
模索していく必要がある。

目標 広告収入の確保

実施スケジュール

取組方針 ①市税等の収納率向上や新たな収入確保による歳入の維持

取組項目 広告収入の確保

推進課 管財契約課 実施課 管財契約課

成果を測る指標 住宅使用料の現年分収納率

基本方針 2 持続可能な財政運営の確立

・住宅使用料の収納
率の向上。現年分収
納率91.87％を目指
す。
・催告書の発送、分
納誓約の取付を行
う。

・住宅使用料の収納
率の向上。現年分収
納率91.90％を目指
す。
・催告書の発送、分
納誓約の取付を行
う。

・住宅使用料の収納
率の向上。現年分収
納率91.94％を目指
す。
・催告書の発送、分
納誓約の取付を行
う。

・住宅使用料の収納
率の向上。現年分収
納率91.97％を目指
す。
・催告書の発送、分
納誓約の取付を行
う。

・住宅使用料の収納
率の向上。現年分収
納率92.00％を目指
す。
・催告書の発送、分
納誓約の取付を行
う。

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

現状と課題 令和6年度住宅使用料現年分収納率91.83％

目標 住宅使用料の現年分収納率の向上。

実施スケジュール

取組方針 ①市税等の収納率向上や新たな収入確保による歳入の維持

取組項目 費用対効果を考慮した収納方法の検証

推進課 市営住宅課 実施課 市営住宅課

基本方針 2 持続可能な財政運営の確立
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№ 16 実施計画取組項目

成果を測る指標
・ネーミングライツパートナー数
・ネーミングライツによる収入額

・他市有効活用事例
の調査を行い、事例
を庁内に周知する。
・施設特定型のネー
ミングライツパート
ナーを募集する施設
等について、各課へ
の意向調査を行う。
・事業者に対して、施
設提案型のネーミン
グライツ制度の周知
を行う。

・施設特定型の導入
済み施設（カローラ滋
賀はちまんスタジア
ム）に関する効果検
証を行う。
・施設特定型のネー
ミングライツパート
ナーを募集する施設
等について、各課へ
の意向調査を行う。
・事業者に対して、施
設提案型のネーミン
グライツ制度の周知
を行う。

・効果検証結果に基
づき、ネーミングライ
ツ制度の改定の検討
を行う。

・施設特定型のネー
ミングライツパート
ナーを募集する施設
等について、各課へ
の意向調査を行う。
・事業者に対して、施
設提案型のネーミン
グライツ制度の周知
を行う。
・新たな収入確保策
の検討

・施設特定型の導入
済み施設（カローラ滋
賀はちまんスタジア
ム）における次期
ネーミングライツパー
トナーの募集を行う。
・施設特定型のネー
ミングライツパート
ナーを募集する施設
等について、各課へ
の意向調査を行う。
・事業者に対して、施
設提案型のネーミン
グライツ制度の周知
を行う。
・新たな収入確保策
の検討

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

現状と課題
施設特定型のネーミングライツパートナーを募集する施設等をあげられていない。施設提案型
のネーミングライツパートナーの申込みがなく、制度の周知が必要である。

目標
ネーミングライツを導入する施設等を増やし、収入確保に繋げる。また随時、新たな収入確保
策を検討する。

実施スケジュール

取組方針 ①市税等の収納率向上や新たな収入確保による歳入の維持

取組項目 新たな収入の確保

推進課 行政改革課 実施課 各課
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№ 17 実施計画取組項目

成果を測る指標
・寄附件数
・寄附金額

・庁内推進体制の整
備・制度の理解促進
と職員研修の実施
・寄附対象となる地
方創生事業の整理
・市ホームページ等
での情報発信強化等

・庁内推進体制の整
備・制度の理解促進
と職員研修の実施
・寄附対象となる地
方創生事業の整理
・市ホームページ等
での情報発信強化等

・制度周知の拡充
・寄附企業との関係
づくり

・制度周知の拡充
・寄附企業との関係
づくり

・制度周知の拡充
・寄附企業との関係
づくり

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

現状と課題

　近江八幡市では、企業版ふるさと納税制度を活用した寄附の受入れを進めているが、現時
点では寄附実績が少なく、制度の活用が十分に進んでいない状況にある。
　主な要因として、市内外の事業所への制度周知が十分に行き届いていないことが挙げられ
る。制度自体の認知度が低く、企業側が「どのような事業に寄附できるのか」「どのような手続
きが必要なのか」を理解しづらい状況にあるため、寄附の申し出につながりにくい。
　また、庁内においても、寄附を受ける際の申請フローや内部調整の手順が確立されていない
ことから、担当課が企業からの相談にスムーズに対応できないという課題があり、組織としての
推進体制が十分に整っていない。

目標
・企業版ふるさと納税を通じた寄附の拡大と、官民連携による地域活性化の促進
・年間寄附額及び寄附企業数の増加を図り、市の地方創生事業に活用できる新たな財源を確
保する

実施スケジュール

取組方針 ①市税等の収納率向上や新たな収入確保による歳入の維持

取組項目 新たな収入の確保

推進課 企画課 実施課 各課

基本方針 2 持続可能な財政運営の確立

11



№ 18 実施計画取組項目

成果を測る指標 公金管理運用検討委員会の開催、運用利率、債券運用額

公金管理運用方針検
討委員会において運
用先等の検討を行
い、基金の効果的な
運用を図る。

公金管理運用方針検
討委員会において運
用先等の検討を行
い、基金の効果的な
運用を図る。証券会
社等から金利動向や
債権市場の動向につ
いて情報収集を行
い、より効果的な運
用ができるよう調査
研究する。

証券会社等から金利
動向や債権市場の動
向について情報収集
を行い、効果的な運
用ができる仕組みを
調査研究する。

証券会社等から金利
動向や債権市場の動
向について情報収集
を行い、効果的な運
用ができる仕組みを
調査研究する。

基金の効果的な運用
ができる仕組みを構
築する。

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

現状と課題
公共施設整備等により基金残高の減少が見込まれる中、関係法令に基づき各金融機関等へ
の預金等、安全・確実かつ効率的な運用を行う必要がある。

目標
金利動向の変化や基金残高状況を踏まえながら、安全性を最優先としつつ、収益性を考慮し
た基金運用を行う。

実施スケジュール

取組方針 ①市税等の収納率向上や新たな収入確保による歳入の維持

取組項目 基金の運用

推進課 会計課 実施課 会計課

基本方針 2 持続可能な財政運営の確立
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№ 19 実施計画取組項目

№ 20 実施計画取組項目

成果を測る指標 両団体の設置目的に沿った事業の実施及び運営状況の定期的な確認・検証の実施。

・各団体の実績報告
書類を確認し、運営
状況を確認・把握す
る。

・各団体が抱えてい
る課題等を共有し、
既存事業そのもの意
義（必要性・公益
性）、採算性等につい
て改めて検討を行う。

・各団体の課題等に
対する対策を検討
し、実施方法につい
て検討する。

・各団体の課題等へ
の対応策を実施す
る。

・各団体の課題等へ
の対応策の実施結果
に対する検証を行う。

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

現状と課題
出資団体である（一財）ハートランド推進財団及び（公財）近江八幡市国際協会について、本来
の役割に沿った事業内容を確認し、支援する必要がある。両団体の健全な運営が継続される
よう運営体制、決算状況等を把握していく必要がある。

目標
第3セクターが設置目的に沿った事業を実施し、適正な運営を行っているか適宜、確認・把握し
必要な支援を行う。

実施スケジュール

取組方針 ③外郭団体への支援・関与のあり方検討、地方公営企業の経営健全化

取組項目 第３セクター等出資団体の役割の明確化

推進課 まちづくり協働課 実施課 まちづくり協働課

成果を測る指標 目標とする指標基準の達成項目数

基本方針 2 持続可能な財政運営の確立

・令和７年度から令和
１１年度までの中期
財政計画の新規策定
・中期財政計画の目
標設定に基づく財政
指標を維持できる財
政運営の実施

・中期財政計画の目
標設定に基づく財政
指標を維持できる財
政運営の実施
・決算状況、事業の
進捗、社会情勢、制
度改正に基づき財政
見通しを毎年度見直
し

・中期財政計画の目
標設定に基づく財政
指標を維持できる財
政運営の実施
・決算状況、事業の
進捗、社会情勢、制
度改正に基づき財政
見通しを毎年度見直
し

・中期財政計画の目
標設定に基づく財政
指標を維持できる財
政運営の実施
・決算状況、事業の
進捗、社会情勢、制
度改正に基づき財政
見通しを毎年度見直
し

・中期財政計画の目
標設定に基づく財政
指標を維持できる財
政運営の実施
・決算状況、事業の
進捗、社会情勢、制
度改正に基づき財政
見通しを毎年度見直
し

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

現状と課題
物価上昇に伴う各種経費の増大や大型施設整備の進展により、より厳格な財政指標の管理
が求められている。

目標

高い水準の健全財政基盤の確立に向けて、市債と基金の指標を重視し、以下の指標について
中期財政計画の中で基準を設け、目標とする。
・地方債現在高比率
・積立金現在高比率
・実質公債費比率
・将来負担比率
・実質赤字比率

実施スケジュール

取組方針 ②歳入にみあった歳出の維持

取組項目 財政指標の適正管理

推進課 財政課 実施課 財政課
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№ 21 実施計画取組項目

成果を測る指標 文芸の郷公園各施設の来場者数

指定管理の選定審査
会に向け、現行事業
の整理および事業評
価を行うとともに、次
期指定管理期間にお
ける課題の抽出と改
善方策の検討を進め
る。

指定管理の結果を踏
まえ、文芸の郷公園
の指定管理を含めた
運営の在り方、指定
管理施設の範囲や機
能のあり方について
検討を始める。併せ
て、事業団が指定管
理者に選定されな
かった場合を想定し、
組織の存続や役割、
出資団体としての位
置づけや機能につい
て検討を進める。

指定管理の結果を踏
まえ、文芸の郷公園
の指定管理を含めた
運営の在り方、指定
管理施設の範囲や機
能のあり方について
検討を始める。併せ
て、事業団が指定管
理者に選定されな
かった場合を想定し、
組織の存続や役割、
出資団体としての位
置づけや機能につい
て検討を進める。

指定管理の結果を踏
まえ、文芸の郷公園
の指定管理を含めた
運営の在り方、指定
管理施設の範囲や機
能のあり方について
検討を始める。併せ
て、事業団が指定管
理者に選定されな
かった場合を想定し、
組織の存続や役割、
出資団体としての位
置づけや機能につい
て検討を進める。

検討結果を踏まえ、
出資団体として今後
の方向性を整理し、
必要に応じて組織体
制や事業内容の見直
しを進め、地域にお
ける文化芸術・ス
ポーツ進行拠点とし
ての機能強化に向け
た取り組みを推進す
る。

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

現状と課題

出資団体である安土町文芸の郷振興事業団は、安土学区における文化芸術およびスポーツ
振興の拠点施設である安土文芸の郷公園の運営を目的として設立され、現在は当施設の指
定管理者として運営を行っている。しかし、指定管理者の選定が5年ごとの公募制で行われて
いるため、事業団が選定されなかった場合の組織の存続や役割の在り方が不明確であり、出
資団体としての位置づけや機能の明確化が課題となっている。

目標
安土文芸の郷公園を核とした文化芸術・スポーツ振興事業を継続的に推進するとともに、出資
団体としての役割と今後の運営体制の在り方を明確化し、地域の文化・スポーツ活動の発展
に寄与する。

実施スケジュール

取組方針 ③外郭団体への支援・関与のあり方検討、地方公営企業の経営健全化

取組項目 第３セクター等出資団体の役割の明確化

推進課 文化振興課 実施課 文化振興課

基本方針 2 持続可能な財政運営の確立
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№ 22 実施計画取組項目

№ 23 実施計画取組項目

成果を測る指標 「水道経営ビジョン」による投資・財政に関する各経営指標

「水道経営ビジョン」
（経営戦略）の改定及
び今後の投資・財政
計画の見直し

改定後の「水道経営
ビジョン」に基づく取
組施策の実施

「水道経営ビジョン」
に基づく取組施策の
実施

「水道経営ビジョン」
に基づく取組施策の
実施

「水道経営ビジョン」
の中間目標（令和12
年度）に向けた取組
の見直し

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

現状と課題
安定した水道事業の継続に向け、管路の耐震化や老朽化する施設・管路の更新に取り組んで
いく必要があるが、人口減少による料金収入の減少や県受水費の改定、物価高騰等による施
設維持管理費の増加により、事業環境が今後ますます厳しくなることが見込まれる。

目標 将来にわたる安定的な水道事業の経営

実施スケジュール

取組方針 ③外郭団体への支援・関与のあり方検討、地方公営企業の経営健全化

取組項目 水道事業の経営健全化

推進課 上下水道総務課 実施課 上下水道総務課

成果を測る指標
各団体の設立当初の目的と事業内容の整合及び経営状況を定期的に確認し、健全な運営体
制の維持・改善につなげる。

基本方針 2 持続可能な財政運営の確立

・各団体の経営状況
の定期確認
・関与・支援の在り方
の検討

・各団体の経営状況
の定期確認
・予算事業や行政支
援のあり方の整理及
び方針検討

・各団体の経営状況
の定期確認
・予算事業や行政支
援のあり方の整理及
び方針検討

・各団体の経営状況
の定期確認
・予算事業や行政支
援のあり方の整理及
び方針検討

・各団体の経営状況
の定期確認
・予算事業や行政支
援のあり方の整理及
び方針検討

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

現状と課題
出資団体である（一財）サービスセンター及び（株）まっせについて、設立目的との整合や経営
状況を把握する必要がある。各団体の健全な経営体制の確立に向け、運営状況に応じて経営
改善や事業方向の整理を進める。

目標
各団体の役割を明確化し、設立当初の目的に沿った事業運営と健全な経営体制の確立を図
る。

実施スケジュール

取組方針 ③外郭団体への支援・関与のあり方検討、地方公営企業の経営健全化

取組項目 第３セクター等出資団体の役割の明確化

推進課 商工振興課 実施課 商工振興課

基本方針 2 持続可能な財政運営の確立
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№ 24 実施計画取組項目

№ 25 実施計画取組項目

成果を測る指標 プランの中に記された経常収支比率等、様々な指標（数値目標）

公立病院経営強化プ
ラン（令和４年度～令
和９年度）の中間見
直し

見直し後のプランに
基づく経営改善・取
組

令和８年度の実績に
基づく経営改善・取
組

見直し後プランの総
括及び、新たな経営
強化プランの策定

新たな経営強化プラ
ンに基づく経営改善・
取組

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

現状と課題 令和６年度決算では全国の自治体病院の約９割が赤字となり厳しい現状がある。

目標 持続可能な地域医療体制の確保のため、健全経営に取り組む。

実施スケジュール

取組方針 ③外郭団体への支援・関与のあり方検討、地方公営企業の経営健全化

取組項目 病院事業の経営健全化

推進課 総合医療センター総務課 実施課 各科（課）

成果を測る指標 経営戦略による投資・財政に関する各経営指標

基本方針 2 持続可能な財政運営の確立

下水道経営戦略の改
定及び今後の投資・
財政計画の見直し

改定後の経営戦略に
基づく取組施策の実
施

経営戦略に基づく取
組施策の実施

経営戦略に基づく取
組施策の実施

経営戦略の中間目標
（令和12年度）に向け
た取組施策の見直し

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

現状と課題
安定した下水道事業の継続に向け、管路の耐震化や老朽化する施設・管路の更新に取り組ん
でいく必要があるが、人口減少による料金収入の減少や物価高騰等による施設維持管理負担
金の増加により、事業環境が今後ますます厳しくなることが見込まれる。

目標 将来にわたる安定的な下水道事業の経営

実施スケジュール

取組方針 ③外郭団体への支援・関与のあり方検討、地方公営企業の経営健全化

取組項目 下水道事業の経営健全化

推進課 上下水道総務課 実施課 上下水道総務課

基本方針 2 持続可能な財政運営の確立
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№ 26 実施計画取組項目

№ 27 実施計画取組項目

成果を測る指標 全体に占める精緻化完了率

固定資産台帳の精緻
化（施設マスタ見直
し・耐用年数関係マ
スタ作成・職員向け
説明会実施等）

固定資産台帳の精緻
化（既存データの修
正【教育施設】

固定資産台帳の精緻
化（既存データの修
正【福祉施設】

固定資産台帳の精緻
化（既存データの修
正【インフラ施設】

固定資産台帳の精緻
化（既存データの修
正【その他施設】

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

現状と課題
資産の状況と固定資産台帳の乖離が起きており、固定資産台帳を基に作成している財務書類
に誤りが発生する可能性があり、市の財政状況の分析を正確に行うことができていない。

目標 固定資産台帳の精緻化を行い、公共施設マネジメントのための施設情報として活用していく。

実施スケジュール

取組方針 ①市民ニーズに応じた適切な公共施設の配置・管理運用

取組項目 公共施設にまつわる行政サービスに関する市民ニーズの再定義

推進課 管財契約課 実施課 管財契約課、行政改革課、財政課

成果を測る指標
・土地整理のついた件数
・処分や活用方針の決まった件数

基本方針 3 公有財産の効率的管理

・普通財産管理台帳
の整備
・市有地利活用財産
の検討
・市有地処分

・普通財産管理台帳
の整備
・市有地利活用財産
の検討
・市有地処分

・普通財産管理台帳
の整備
・市有地利活用財産
の検討
・売却方法の拡充検
討（民間委託等）
・市有地処分

・市有地処分
・売却方法の拡充検
討（民間委託等）

・市有地処分

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

現状と課題
市有地の維持管理について、伐採や除草作業等で毎年多額の費用を要している。また、所管
課の不明なものや境界未確定土地、遊休地であるが、利活用の方針が決定していない土地が
ある。

目標
普通財産管理台帳を整備し、遊休地の利活用等の再検討を行い、不要土地については計画
的に処分を行えるよう民間委託等も含め、普通財産の維持管理費用の削減および賃貸借も含
めた収入確保に繋げる。

実施スケジュール

取組方針 ①市民ニーズに応じた適切な公共施設の配置・管理運用

取組項目 市有地の管理、処分

推進課 管財契約課 実施課 管財契約課

基本方針 3 公有財産の効率的管理
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№ 28 実施計画取組項目

№ 29 実施計画取組項目

成果を測る指標 ・職員向けに実施する理解度に関するアンケート結果

職員が理解を深める
べきポイントと知識の
伝達方法の検討を行
う。

令和７年度の実施内
容に基づき、職員へ
の知識共有を行うと
共に、職員の理解度
に基づきポイントや
伝達方法を精査す
る。

令和８年度の実施内
容に基づき、職員へ
の知識共有を行うと
共に、職員の理解度
に基づきポイントや
伝達方法を精査す
る。

令和９年度の実施内
容に基づき、職員へ
の知識共有を行うと
共に、職員の理解度
に基づきポイントや
伝達方法を精査す
る。

令和１０年度の実施
内容に基づき、職員
への知識共有を行う
と共に、職員の理解
度に基づきポイント
や伝達方法を精査す
る。

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

現状と課題
職員全体に統一的な基準による財務書類に関する知識が不足しているため、政策形成や事業
見直し等への活用が進んでいない。

目標 統一的な基準による財務書類に関する職員の理解力向上

実施スケジュール

取組方針 ①市民ニーズに応じた適切な公共施設の配置・管理運用

取組項目 公共施設にまつわる行政サービスに関する市民ニーズの再定義

推進課 財政課 実施課 財政課

成果を測る指標 市民ニーズを把握できた施設数

基本方針 3 公有財産の効率的管理

・固定資産台帳の精
緻化及び施設情報の
一元管理により、基
本となる公共施設の
情報の整理手法を検
討、確立する。
・公共施設の在り方
を庁内で検討する仕
組みを調査する。

・個別施設計画対象
施設の施設情報一元
管理を進める。
・第２期公共施設等
総合管理計画策定に
おいて、公共施設の
在り方を庁内で検討
する仕組みを実施す
る。

・個別施設計画対象
施設の施設情報一元
管理の定着を図る。
・公共施設の在り方
を庁内で検討する仕
組みの定着を図る。

・固定資産台帳の精
緻化を進める（公共
建築物）。
・公共施設の在り方
を庁内で検討する際
に、より市民ニーズを
適切にとらえられる
手法を検討する。

・固定資産台帳の精
緻化を進める（公共
建築物）。
・より市民ニーズを適
切にとらえられる手
法をモデル的に試行
する。

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

現状と課題
社会情勢や地域の変化に対応した持続可能な行政サービスを提供する場として、公共施設
（公共建築物）の配置・管理運用を検討する仕組みが確立できていない。

目標
公共施設（公共建築物）情報の一元管理を行い、施設状況を踏まえた上で、市民ニーズや利
用実態を十分に反映した施設の在り方を検討・決定する仕組みを構築する。

実施スケジュール

取組方針 ①市民ニーズに応じた適切な公共施設の配置・管理運用

取組項目 公共施設にまつわる行政サービスに関する市民ニーズの再定義

推進課 行政改革課 実施課
行政改革課・建築課・管財契約課・財
政課・施設所管課

基本方針 3 公有財産の効率的管理

18



№ 30 実施計画取組項目

№ 31 実施計画取組項目

成果を測る指標
・建築物の定期点検報告における不具合項目の改善された数。
・各施設所管課における日常点検の実施回数。

・施設所管課に対し
て施設の維持管理方
法等に関する講習会
を実施する。
・施設の維持管理実
施マニュアル等を配
布し周知を図る。

令和7年度に実施し
た講習会資料や施設
の維持管理マニュア
ル等について、必要
な部分について改正
し、再度講習会等を
実施し、周知を図る。

各施設所管課に対し
て、講習会等で周知
を図りつつ、実施した
講習会やマニュアル
等に対するアンケー
ト調査を実施し、各施
設所管課の意識調査
を実施する。

令和９年度に実施し
たアンケート調査を
基に、各施設所管課
に不足している維持
管理や長寿命化に関
するマニュアル等を
作成し、庁内に周知
する。

令和７～10年度まで
実践してきた内容を
ふまえて業務改善を
行う。

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

現状と課題
各施設所管課の職員は概ね行政職の職員で構成されており、公共施設の維持管理や長寿命
化についての意識が薄い、知識が不足している。

目標
各施設所管課に職員に対して、施設の維持管理等に関する講習会等を開催して施設の維持
管理・長寿命化の重要性や日常管理についての知識を身につけてもらう。

実施スケジュール

取組方針 ②公共施設・インフラの計画的な管理、長寿命化

取組項目 市民ニーズに基づく目標耐用年数を踏まえた公共建築物のライフサイクルマネジメント

推進課 建築課 実施課 各施設所管課

成果を測る指標 施設サービス原価コスト計算書を用いた施設の数

基本方針 3 公有財産の効率的管理

・固定資産台帳の精
緻化により、耐用年
数を含めた公共建築
物情報を整理する。
・施設サービス原価
コスト計算書を用い
た施設の在り方検討
をモデル的に試行す
る。

施設サービス原価コ
スト計算書を用いた
施設の在り方検討を
行う際に、長寿命化
計画も併せて検討で
きるツールを作成し、
モデル的に試行す
る。

施設サービス原価コ
スト計算書を用いた
施設の在り方検討及
び、長寿命化計画を
併せて検討できる
ツールにより、個別
施設計画対象施設で
の検討を行う。

公共建築物の「建設
前」から「廃止・更新」
までのすべての段階
において、ライフサイ
クルマネジメントを取
り入れられるツールと
仕組みを調査・検討
する。

公共建築物の「建設
前」から「廃止・更新」
までのすべての段階
において、ライフサイ
クルマネジメントを取
り入れられるツールと
仕組みのモデル的試
行を行う。

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

現状と課題
建物情報の一元管理、長期的な維持更新費の見通し、関係課の連携体制の構築が不十分で
あり、持続可能な施設運営の仕組みが確立できていない。

目標
公共建築物のデータ整備と費用見通しを行い、ライフサイクルマネジメントの仕組みを構築す
ることで、将来を見据えた効率的・持続的な施設管理運営を実現する。

実施スケジュール

取組方針 ②公共施設・インフラの計画的な管理、長寿命化

取組項目 市民ニーズに基づく目標耐用年数を踏まえた公共建築物のライフサイクルマネジメント

推進課 行政改革課 実施課
行政改革課・建築課・管財契約課・財
政課・施設所管課

基本方針 3 公有財産の効率的管理

19



№ 32 実施計画取組項目

№ 33 実施計画取組項目

成果を測る指標
上水：重要管路等更新計画の進捗率
下水：マンホールポンプ施設の更新数

上水：
安土路線、上出路
線、長福寺送水管の
継続
下水：
マンホールポンプ設
備　２か所

上水：
安土路線、上出路
線、長福寺送水管の
継続、牧路線（一部）
の着手
下水：
マンホールポンプ設
備　３か所

上水：
安土路線、上出路
線、長福寺送水管、
牧路線（一部）の継続
下水：
マンホールポンプ設
備　３か所

上水：
円山路線１、長福寺
路線１・２の着手
下水：
マンホールポンプ設
備　７か所

上水：
円山路線１、長福寺
路線１・２の継続
下水：
マンホールポンプ設
備　２か所

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

現状と課題
人口減少等により料金収入が減少する一方、大規模地震への備えとしての施設耐震化や老
朽化対策により更新需要は益々高まっていく状況にある。

目標
各種計画に基づき、事業の優先度と事業費の平準化を図りながら、効率的に事業を実施す
る。

実施スケジュール

取組方針 ②公共施設・インフラの計画的な管理、長寿命化

取組項目 上下水道の計画的な管路・施設の更新

推進課 上下水道施設課 実施課 上下水道施設課

成果を測る指標 ・検討した手法に即した予算要求の件数

基本方針 3 公有財産の効率的管理

ライフサイクルマネジ
メントの考えを予算要
求に反映させるため
の手法の検討を行
う。

令和７年度の実施内
容に基づき、検討し
た手法を次年度当初
予算要求の仕組みを
庁内に周知する。

令和９年度当初予算
の要求状況に基づき
手法を精査し、次年
度当初予算要求の仕
組みを庁内に周知す
る。

令和１０年度当初予
算の要求状況に基づ
き手法を精査し、次
年度当初予算要求の
仕組みを庁内に周知
する。

令和１１年度当初予
算の要求状況に基づ
き手法を精査し、次
年度当初予算要求の
仕組みを庁内に周知
する。

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

現状と課題
中長期的な施設の維持管理計画が作成されていない施設が多く、施設終期を見据えた維持管
理計画の立案や維持管理経費の平準化に基づく予算要求ができていない。

目標 ライフサイクルマネジメントの考えに基づく予算要求の仕組みの改善

実施スケジュール

取組方針 ②公共施設・インフラの計画的な管理、長寿命化

取組項目 市民ニーズに基づく目標耐用年数を踏まえた公共建築物のライフサイクルマネジメント

推進課 財政課 実施課 財政課

基本方針 3 公有財産の効率的管理
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№ 34 実施計画取組項目

№ 35 実施計画取組項目

成果を測る指標 日常点検実施施設数

「事後保全型管理」か
ら「予防保全型管理」
への転換の意識を庁
内に醸成するため、
日常点検マニュアル
を活用した、研修を
実施する。

日常点検マニュアル
を用いた施設管理者
による点検や法定点
検等の詳細な点検に
よる施設の状態を継
続的に把握して、
データを蓄積する仕
組の検討を行う。

・令和８年度に検討し
た施設の点検データ
を蓄積する仕組を実
施する。
・公共施設包括管理
等民間活力の活用に
関して情報収集と導
入可能性調査の実
施。

公共施設包括管理等
民間活力の活用の有
効性が判断できた場
合、実施手法を検
討・確立するととも
に、実施に向けた庁
内合意形成を図る。

公共施設包括管理等
民間活力の活用の有
効性が判断できた場
合、令和１０年度に確
立した実施手法によ
り、実施を進める。

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

現状と課題
施設老朽化が進行する中で、公共施設の点検や計画的な保全により安全・安心な公共施設の
提供及び長寿命化を図る必要がある。

目標
公共建築物の長寿命化のため、日常点検や法定点検等により異常の兆候を事前に把握し、
計画的に修繕を行う予防保全型の管理へ転換していく。

実施スケジュール

取組方針 ③公共施設・インフラの維持管理・更新等に係る民間活力の活用等

取組項目 公共建築物の維持管理の最適化

推進課 行政改革課 実施課 行政改革課・建築課・施設所管課

成果を測る指標
・デジタル化した帳票の数
・道路構造物の錆検出数

基本方針 3 公有財産の効率的管理

・マーケット調査、現
状サービス水準確認
・財源検討
・予算要求等準備

スマートロードAIシス
テム導入

捕捉調査、修繕計画
策定

計画実施 計画実施

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

現状と課題
当市には道路台帳は整備済みであるが道路付属物台帳は未整備であり、全体の数量や設置
箇所が不明であり修繕対応等においては場所の特定などに時間を要している。また近年では
全国的に設備劣化に伴う事故等が散見されており適切な維持管理が求められている。

目標
設備の検出と劣化状況をデジタル化し、電子地図上に情報管理することで、管理業務の効率
化や劣化把握による修繕計画の検討・策定が可能となる。予防保全型の仕組みを構築される
ことで、持続可能で市民の安全・安心な暮らしに資するインフラ環境整備を実現する。

実施スケジュール

取組方針 ②公共施設・インフラの計画的な管理、長寿命化

取組項目 道路付属物の計画的な管理

推進課 土木課 実施課 土木課

基本方針 3 公有財産の効率的管理
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№ 36 実施計画取組項目

№ 37 実施計画取組項目

成果を測る指標 受注業者との契約締結

・包括委託検討
・財源検討
・予算要求等準備

・インフラ包括的民間
委託導入可能性調査
・先進地視察等

インフラ包括的民間
委託発注支援業務委
託（導入準備）

・導入
・モニタリング

・モニタリング
・効果検証
・拡大検討

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

現状と課題

道路、橋りょう、水路、公園など複数のインフラを抱えており老朽化の進行と共に、増加する一
方の維持管理業務が大きな負担になっている。さらに気候変動による自然災害の激甚化・頻
発化が災害発生のリスクを高め、防災の観点からもインフラの適切な維持管理が求められて
いる。その中において、当市の財政事情は厳しく土木費については抑制を余儀なくされており、
また土木部門職員も漸減し人手不足の状態が続いている。

目標
インフラに関する維持管理等の業務を包括的に民間に委託することにより、民間のノウハウを
活用しながら効率的・効果的に業務を実施することを目標として包括的民間委託の導入を目指
す。

実施スケジュール

取組方針 ③公共施設・インフラの維持管理・更新等に係る民間活力の活用等

取組項目 道路の維持管理の最適化

推進課 土木課 実施課 土木課

成果を測る指標 官民連携の活用数

基本方針 3 公有財産の効率的管理

上水：
現管路DB方式の継続
下水：
W-PPPの導入検討

上水：現管路DB方式の
継続と検証、次期管路
DB方式の検討、簡易
型管路DBの試行的実
施
下水：
W-PPPの導入可能性
調査

上水：
現管路DB方式の継続
と検証、次期管路DB方
式の発注準備、簡易型
管路DB方式の検証と
継続
下水：
W-PPPの導入方針検
討、基本設計の実施

上水：
次期管路DB方式の事
業開始、簡易型管路
DB方式の検証と継続
下水：
W-PPPの導入支援業
務の実施

上水：
次期管路DB方式の継
続、簡易型管路DB方
式の検証と継続
下水：
W-PPPの導入

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

現状と課題
施設の耐震化や老朽化対策などの更新需要が高まる一方で、その業務を担う技術系職員は
減少し続けている状況にある。

目標 様々な官民連携の活用を検討して、継続的な事業経営を図る。

実施スケジュール

取組方針 ③公共施設・インフラの維持管理・更新等に係る民間活力の活用等

取組項目 上下水道の維持管理の最適化

推進課 上下水道施設課 実施課 上下水道施設課

基本方針 3 公有財産の効率的管理
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